
さくらねこ無料不妊手術チケットの交付について 

 

 本市では、本市に登録された地域猫活動団体等に対して、公益財団法人どうぶつ基金が発

行する「さくらねこ無料不妊手術チケット（行政枠）」を交付します。交付を受けた団体は、

公益財団法人どうぶつ基金の協力病院において不妊手術を受けてください。なお、チケット

申請時には下記の同意事項をよく読み、同意できる方のみ、本市にチケット交付申請を行っ

てください。 

 

 

 

同意事項 

1. 事業中の事故については申請団体が責任をもって処理し、市や公益財団法人どうぶつ

基金にその責を問わないこと。 

2. 富田林市内の猫にのみ使用すること。 

3. 不妊手術の際に当該猫の耳先に V字カット（さくら耳）を施すこと。 

4. 交付されたチケットを他者に譲渡しないこと。 

5. 必ずしも希望通りの枚数のチケットが交付されないことを理解し異議を申し立てな

いこと。 

6. 手術の結果に対して異議を申し立てないこと。 

7. その他、公益財団法人どうぶつ基金及び市の指示に従うこと。 

 

 


